
１．公共施設等の状況（令和元年度末）

○主な施設

○主な施設

○老朽化の状況（橋梁の場合）

  ・架設後50年以上：約37％

○主な施設

  ・企業局施設：水力発電所12箇所など

  ・病院局施設：病院本館など

○老朽化の状況（水力発電所の場合）

○老朽化の状況

（２）公共インフラ施設

（３）公営企業施設

  ・築50年以上：約67％

  ・築30年以上：約58％

  ・10年後には全体の９割弱の施設が築30年以上
    を経過

  ・橋梁：2,545橋

  ・トンネル：259本

  ・農業用ダム：25基

  ・10年後には全体の半数を超える約56％の
    橋梁が築50年以上を経過

  ・学校施設：約76万３千㎡（約34％）

（１）県有建築物

  ・ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設：約13万６千㎡(約６％)

  ・県営住宅：約58万㎡（約26％）

  ・庁舎等：約14万２千㎡（約６％）

大分県公共施設等総合管理指針の改訂について
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２．公共施設等を取り巻く課題

３．県指針の基本方針

４．主な改訂内容

（１）公共施設等の数量に関する目標の設定

　目標の設定に当たっては、公共施設マネジメントの基礎
データとして活用が有効とされる地方公会計（固定資産台
帳）の情報を活用し、有形固定資産減価償却率を用いて目
標を設定する。
　今後の有形固定資産減価償却率を推計すると、今後、何
も対策を取らなかった場合、令和６年度には61.2％になる
ことが見込まれる。
　県指針の基本方針により、予防保全型維持管理など適切
な取組や対策により、令和６年度の有形固定資産減価償却
率を1.7ポイント程度改善し、目標を59.5％に設定する。

　①施設総量の縮小
    施設の用途廃止や集約化により総量を縮小
  ②施設の長寿命化
    計画的に保全を行う予防保全型維持管理により主要な施設を
    長寿命化
　③管理体制の一元化
    知事部局、教育庁など所管ごとに管理体制を一元化

　①必要性の十分な検証
　　必要性や費用対効果等を十分に検証し更新が不要な場合は廃止
　②機能の確実な発揮
　　点検等に基づき施設に優先順位を付け予防保全型維持管理によ
　　り長寿命化
　③施設情報の一元化
　　　点検結果や補修工事等の情報を一元的に管理し、次回の点検・
　　補修等に活用

(１) 県有建築物
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行財政改革推進計画ＫＰＩ
県債残高の適正管理 6,500億円以下
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施設の多くが、高度経済成長期等に整備され

ており、今後、更に老朽化が進行し、その対

策に要する費用の増加が見込まれる。

(１) 施設の老朽化

県有建築物については、今後の人口減少や人

口構造の変化に伴い利用需要等の変化が予測

される。

(２) 人口減少の進行

人口減少や少子高齢化等により、税収の減少

や社会保障関係経費等の増大などが見込まれ

る。

(３)厳しい財政状況

これらの課題に対応するため「大分県公共施設等総合管理指針」(以下､「県指針」)を平成27年度に策定

(２) 公共インフラ施設

国の策定指針が改訂され、新たな記載項目が追加されたことなどに伴い県指針を見直し改訂
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５．今後の主な取組内容等

　 今後30年間（Ｒ２～Ｒ31）の公共施設等の維持管理・更新等にどれくらいの経費が必要となるのか試算

　（①耐用年数経過時に単純更新した場合と②予防保全型維持管理により長寿命化対策を行った場合の２パターン）

（２）中長期的な経費の見込みを試算

県有建築物については、施設の建替や新たな
整備をする際は、PPP/PFI
入や集約化を検討し、施設総量の縮小に努め
る。

【取組事例】
H30）

・別府総合庁舎建替事業（仮称）（R3

区分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31
単純更新 266 292 305 390 441 865 379 309 344 272 581 928 537 728 438 556 371 504 332 444 504 695 443 370 522 547 330 365 398 510

323 288 290 243 286 558 239 272 247 242 289 287 236 257 277 453 237 246 343 233 410 223 367 214 327 360 233 230 407 268
単純更新平均 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465

0

200

400

600

800

1,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31

単純更新 単純更新平均 平均予算額

（億円） ①単純更新(約465億円/年)
総額：1兆3,965億円

(約296億円/年)
総額：8,883億円

③平均予算額(約251億円/年)

縮減額:▲約169億円/年
総額:▲約5,082億円

約45億円/年の
予算が不足

(１)総量縮小への取組

を推進し、財政負担の軽減、平準化を図る。
②施設の維持管理に当たっては、施設の状況を
把握し、優先順位を付けた上で、計画的に工
事に着手する。

③維持管理が容易な構造の採用など維持管理経
費の低減につながる新技術の導入を検討する。

①県有施設整備等基金等への積立てを強化する。
②交付税措置のある有利な地方債を活用する。

(２)維持管理経費縮減への取組 (３)財源確保への取組

行財政改革推進計画に合わせ、令和６年度まで
とする（H27からR6までの10年間）。

(４) 期間
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